
                                    

「次期岡山市地球温暖化対策実行計画」の策定方針 

 

【概要】 

岡山市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、市域の自然的社会的

条件に応じて、温室効果ガス排出量削減等を推進するための総合的な計画（区域施策

編）と、本市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量削減のための措置に関する計画（事

務事業編）として、「岡山市地球温暖化対策実行計画」及び「岡山市環境保全行動計画」

を策定している。 

また、区域施策編である「岡山市地球温暖化対策実行計画」は、「気候変動適応法」

において、市域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策

の推進を図るための計画（地域気候変動適応計画）を包含した計画となっている。 

この２つの計画期間が令和７年度までとなっていることから、区域施策編、事務事

業編、地域気候変動適応計画を一本化し、計画を策定する。 

 

岡山市地球温暖化対策実行計画 

（改訂版） 

 

【策定年度】２０２１年度 

【計画期間】～２０２５年度 

【位置づけ】区域施策編及び 

      適応計画 

  

 

 
 

 

岡山市地球温暖化対策実行計画 

 

【策定年度】２０２５年度 

【計画期間】～２０３５年度（１０年間） 

      （２０３０年度に中間見直しを想定） 

【位置づけ】区域施策編、事務事業編、適応計画を一本化 

      現計画同様、岡山市環境基本計画における地球温暖化 

      対策を具体的に示す計画 
 

岡山市環境保全行動計画 

（第Ⅲ期） 

 

【策定年度】２０１８年度 

【計画期間】～２０２５年度 

【位置づけ】事務事業編 

 



                                    

● 

策定 

【次期計画の構成（案）】 

  令和５年度に策定した「岡山市脱炭素ロードマップ」の考え方を踏襲しながら、 

 令和６年度に国が改定する「地球温暖化対策計画」の内容に即したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【策定スケジュール】 

 

 

 

2025 

年度 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

            

 

パブコメ 

●計画の推進体制・進捗管理 

●目標年次に向けた取組 

＜緩和策＞ 

・再生可能エネルギーの導入促進 

・省エネルギーの推進 

・スマートムーブの推進 

・地域連携の推進 

・市民・事業者の行動変容の促進 

・市の率先行動（事務事業編） 

＜適応策（適応計画）＞ 

●将来に向けた方向性 

 ・岡山市の状況 

・２０５０年の将来像 

・目標年次に向けた方向性 等 

●地球温暖化の現状 

 ・地球温暖化の状況 

・岡山市の温室効果ガス排出量等の

現状 等 

●計画の基本的事項 

 ・策定趣旨 

・位置づけ 

・計画期間 等 

素案検討 原案検討 最終案検討 


